
独立行政法人 農林漁業信用基金
電話 03-3434-7825（林業信用保証管理部）

〒 1 0 5 - 6 2 2 8 東京都港区愛宕 2 - 5 - 1
愛宕グリーンヒルズMOR Iタワー 2 8階
https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/index.html

・自然災害

・原油価格・物価高騰

等による影響を受けた
林業者・木材産業者の

資金繰りをお手伝いします！

表面
アピールポイント
だけに絞る。
見た目で目立つよ
うに。
厳しい要件等が
あっても書かない。

お気軽にご相談ください

独立行政法人農林漁業信用基金からのお知らせ

※保証については一定の審査があります。

林業・木材産業
災害復旧対策保証

災害救助法が
適用された災害も
対象です！

https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/index.html


保証要件

災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害又は林野庁長官の指定する災害により被害
を受けた方
① 自然災害等の場合
【被災林業者等】
・ 事業用資産等が被災した方
なお、特定非常災害により直接被害を受けられた方（特定非常災害被災者）は、次（※）についても併せて満たす

方が対象です。

【間接被災者】
・ 原則として、被災した取引先に係る売上高等の合計が総売上高等の概ね20％以上を占める事業者であって、
当該災害の影響を受けた後、最近１か月間の売上高等が前年同月に比して概ね20％以上減少しており、かつ、
その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して概ね20％以上減少することが見込まれる方

② コロナ禍におけるウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等による影響の場合
【間接被災者】
・ 原油価格・物価高騰等による影響を受けた後、最近１か月間の売上高等が前年同月に比して５％以上減少して
おり、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して５％以上減少することが見込まれる
方

・ 原油価格・物価高騰等により、製品の製造若しくは加工に係る売上原価又は役務の提供に係る役務原価のうち
15％以上を占める資材等（原材料、燃料等の製品等に必要なものをいう。）の仕入価格が15％以上上昇してい
るにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格（加工賃を含む 。）の引上げが著しく困難であるため、最近
３か月間の売上高等に占める資材等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める資材等の仕入価格の
割合を上回っている方

対象業種

① 造林・育林
② 素材生産
③ 木材・木製品製造（製材、プレカット、合板製造、チップ製造、集成材製造など）
④ 林業種苗生産
⑤ 薪炭生産
⑥ きのこ生産（原木栽培 、 菌床栽培 、 堆肥栽培 、林地栽培いずれも対象）
⑦ 木材卸売等（木材の卸売、木材市場又は木材の輸送）※
⑧ 木材製品利用（土木工事、建築工事、家具・装備品製造、紙・パルプ製造又は木質バイオマス発電・熱供給）※

※制度資金を利用する場合に限り対象です。

対象資金
・被災林業者等の復旧及び資金繰り安定化のために必要な運転資金・設備資金
・間接被災者の資金繰り安定化のために必要な運転資金

保証割合 原則100％又は80％ （該当する保証要件によって異なります。）

保証限度額 8千万円（一被保証者当たりの限度額）

保証期間 運転資金：5年以内（長期運転資金の場合は７年以内）、設備資金：15年以内

返済方法 一括返済／分割返済 ※長期資金は分割弁済とします。（返済据置期間２年以内）

保証料 0.20％～1.80％ 林野庁長官の指定する災害に限り、最大で５年間保証料を免除することができます。

貸付利率 融資機関所定の利率

保証人
連帯保証人は原則１名以上（組合又は会社の場合は、代表者を含む。）とします。
ただし、特定非常災害被災者に限り、連帯保証人を立てることを免除することができます。

担保
設備資金 原則として、融資対象物件を徴求します。
運転資金 原則として、利用者の財務状況等に応じて徴求します。
ただし、特定非常災害被災者に限り、物的担保の徴求を免除することができます。

出資金

保証額に応じた出資金が必要です。（完済後、ご請求により払戻しいたします。）
ただし、特定非常災害被災者の方については以下のとおりです。
・新たに林業信用保証をご利用になる方は、１万円
・既に林業信用保証をご利用中の方は、追加出資は不要

保証申込
期間

原則として、当該災害の発生した年度の翌年度末まで。
ただし、当該災害がコロナ禍におけるウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等による影響の場合（上記保証要
件の②）は、令和9年３月31日まで。

申込窓口
お近くの取扱い金融機関へ直接お申込みください。
https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/shinyouhosyou/yushikikan.html

ご利用条件について（必ずお読みください）

裏面
細かい要件等を盛
り込む。
厳しい要件等が
あっても隠さない。

※被災原因となった災害が、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法
律」に基づき特定非常災害に指定されていること

＊特定非常災害 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hourei/tokubetsu_houritsu.html
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